
10広報とうえい 2024.４

　
森
林
環
境
税
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
国

内
に
住
所
の
あ
る
個
人
に
対
し
て
課
税
さ

れ
る
国
税
で
、
個
人
町
民
税
・
県
民
税
の

均
等
割
に
併
せ
て
一
人
年
額
１
，
０
０
０

円
を
負
担
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
方

は
森
林
環
境
税
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３

月
31
日
ま
で
の
雇
用
保
険
料
率
は
以
下
の

と
お
り
で
す
（
令
和
５
年
度
と
同
率
で
す
）。

○
失
業
給
付
等
の
保
険
料
率
は
、
労
働
者

負
担
・
事
業
主
負
担
と
も
に
引
き
続

き
６
／
１
，
０
０
０
で
す
（
農
林
水

産
・
清
酒
製
造
の
事
業
及
び
建
設
の

事
業
は
７
／
１
，
０
０
０
で
す
）。

○
雇
用
保
険
二
事
業
（
雇
用
安
定
事
業
・

能
力
開
発
事
業
）
の
保
険
料
率
（
事

業
主
の
み
負
担
も
、
引
き
続
き
３
・

５
／
１
，
０
０
０
で
す
（
建
設
の
事

業
は
４
・
５
／
１
，
０
０
０
で
す
）。

　
詳
細
は
、
愛
知
労
働
局
ま
た
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
新
城
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
城

　
　
　
（
０
５
３
６
）
２
２
・
１
１
６
０

森
林
環
境
税
の

課
税
が
始
ま
り
ま
す

行
政
相
談
・

人
権
相
談
の
ご
案
内

令
和
６
年
４
月
か
ら
相
続
登
記
の

申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た

①
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
方

②
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
ひ

と
り
親
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
３
５
万
円
以
下
の
方

③
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
次
の
表
の
金

額
以
下
の
方

◎
参
考

　
個
人
町
民
税
・
県
民
税
の
均
等
割
に
つ

い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
の

理
念
に
基
づ
き
平
成
26
年
度
か
ら
令
和
５

年
度
の
10
年
間
、
臨
時
的
に
１
，
０
０
０

円
（
町
５
０
０
円
、
県
５
０
０
円
）
が
加

算
さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
６
年
度
か
ら
は

こ
の
臨
時
措
置
が
な
く
な
り
、
新
た
に
森

林
環
境
税
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

　
行
政
相
談
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
に
よ

る
相
談
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

行
政
に
対
す
る
意
見
・
要
望
や
、
人
権
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
予
約
は
不
要

で
す
。

○
行
政
相
談　
午
後
１
時
〜
３
時

　
４
／
15（
月
）、５
／
20（
月
）、８
／
19（
月
）、

　
10
／
21（
月
）、11
／
18（
月
）、１
／
20（
月
）、

　
２
／
17（
月
）、３
／
17（
月
）

○
人
権
・
行
政
相
談　
午
前
10
時
〜
３
時

　
６
／
４（
火
）、９
／
４（
水
）、12
／
４（
水
）

○
場　
所　
役
場
小
会
議
室

●
問
合
せ
先

　
総
務
課　
　
７
６
・
０
５
０
１

登
記
に
関
す
る
法
律
相
談
を
行
い
ま
す

　
司
法
書
士
に
よ
る
無
料
の
登
記
法
律
相

談
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
相
談
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日　
時　
原
則
毎
月
第
１
火
曜
日

　
　
　
　
　
10
時
〜
正
午

○
場　
所　
役
場
小
会
議
室

○
相
談
員　
愛
知
県
司
法
書
士
会
東
三
河
支
部

●
予
約
・
問
合
せ
先

　
総
務
課　
　
７
６
・
０
５
０
１

●
問
合
せ
先

　
税
務
会
計
課　
　
７
６
・
１
８
１
４

と
傘
杉
見
学

○
場　
所　
新
城
市

　
　
　
　
　
（
鳳
来
寺
山
自
然
科
学
博
物
館
）

第
２
回

○
日　
時　
５
月
31
日（
金
）

　
　
　
　
　
13
時
〜
15
時
30
分

○
テ
ー
マ　
設
楽
町　
巨
木
巡
り

○
場　
所　
設
楽
町（
道
の
駅　
し
た
ら
）

第
３
回

○
日　
時　
６
月
７
日（
金
）　
10
時
〜
12
時

○
テ
ー
マ　
造
船
の
様
子
を
見
学
し
よ
う

in
新
来
島
豊
橋
造
船

○
場　
所　
豊
橋
市

　
　
　
　
　
（
㈱
新
来
島
豊
橋
造
船
）

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
教
育
委
員
会　
　
７
６
・
０
５
０
９

事
業
主
の
皆
様
へ

令
和
６
年
度

雇
用
保
険
料
率
に
つ
い
て

東
三
河
生
涯
学
習
連
携
講
座

「
行
っ
て
み
た
い
わ
！

東
み
か
わ
！　
春
編
」

○
対　
象　
全
３
回
参
加
で
き
る
方
で
東

三
河
在
住
、
在
勤
の
方
優
先

○
定　
員　
50
人
（
抽
選
）

○
受
講
料　
無
料

○
そ
の
他

　
現
地
集
合
・
現
地
解
散
で
す
。
秋
に
も

同
様
に
講
座
を
開
催
予
定
で
す
。
そ
の

際
に
定
員
を
超
え
る
申
込
み
が
あ
っ
た

場
合
に
は
今
回
の
講
座
を
受
講
し
て
い

な
い
方
を
優
先
し
ま
す
。

○
申
込
み　
４
月
18
日（
木
）ま
で

再
発
見
！
東
三
河
の
宝　
春
編

第
１
回

○
日　
時　
５
月
24
日（
金
）

　
　
　
　
　
10
時
30
分
〜
12
時
30
分

○
テ
ー
マ　
鳳
来
寺
山
自
然
科
学
博
物
館

　
令
和
６
年
４
月
か
ら
、
相
続
に
よ
る
不

動
産
の
取
得
を
知
っ
て
か
ら
３
年
以
内
に

登
記
申
請
を
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
正
当
な
理
由
な
く
申
請

し
な
い
場
合
に
は
10
万
円
以
下
の
過
料
が

科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

今
の
う
ち
か
ら
相
続
登
記
に
備

え
ま
し
ょ
う
！ 

●
個
別
の
事
案
に
対
す
る
ご
相
談

　
司
法
書
士
会　
相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
０
１
２
０
・
１
３
・
７
８
３
２

扶
養
親
族
の
有
無

扶養親族を
有しないとき

38万円
以下の方

前
年
の
所
得
金
額

県民税均等割（2,000円）
（内加算分500円）

町民税均等割（3,500円）
（内加算分500円）

県民税均等割（1,500円）

森林環境税（1,000円）

町民税均等割（3,000円）

合計5,500円

合計5,500円

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

町
県
民
税

町
県
民
税

国
税

扶養親族を
有するとき

28万円×
（同一生計
配偶者・
扶養親族の
数+１）+
10万円+
16.8万円
以下の方

今
月
の
特
集

ま
ち
の
話
題

ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

そ
の
他

暮
ら
し
の
情
報


